


成立手数料は88,000円（税込）となり、申立人相手方双方が折半
して44,000円（税込）ずつ負担します。

申立手数料11,000円（税込）は金融事業者が負担しま
すので、和解が成立した場合のみ、成立手数料がかかり
ます。具体的には、下記の早見表をご参照ください。 


